平成21年9月9日

新型インフルエンザに関する対応について

岐阜市医師会准看護学校

	状況
	対応(学生への指導)

	校内で感染者なし
	１．人がよく手を触れる場所（ドアノブ・スイッチ・手すりなど）には塩素系漂白剤を300倍に薄めたものを用い、清掃する。

２．手指消毒薬、空間除菌剤(クレベリンゲル)を各教室に設置。
3． トイレにペーパータオルの設置。
4． 不要の外出を避ける。

5． やむを得ず人ごみに出かけるときは、マスクの着用

6． 外出後の手洗い・うがいの励行。
7． 体調不良時には早めに医療機関を受診する。
8． 発熱などインフルエンザを思わせる症状により受診する場合には、インフルエンザかどうかの診断を尋ねる。

9． ペットボトルの回し飲みを禁止する。
10．ハンカチやタオルを家族でも共用しない。

	学生または職員がインフルエンザと診断された場合


	インフルエンザと診断された場合は、解熱後3日間の出校停止とする。

(臨地実習再開に関しては、実習施設の対応に準拠)

１．全学生に対し、朝夕体温測定・体調チェックシートに記入してもらい、教員が確認する。

２． 38度以上の発熱および急性呼吸器症状があった場合には速やかに医療機関を受診し、診断結果を学校に報告するよう指導する。

３．校内でのインフルエンザ患者が発生後5日以内に、更に1名以上のインフルエンザ患者が発生した場合には学級閉鎖とし、学年を超えて感染が認められた場合には、学校閉鎖とする。

（保健所および医療整備課に連絡し対応を確認）

４．インフルエンザと診断された者と濃厚接触した者に関しては、特に体調の変化に気をつけるよう指導し濃厚接触した者の把握をする。

	学生または職員の家族がインフルエンザと診断された場合
	１．本人にインフルエンザの症状がない場合には、通常通り登校とする。体調不良が生じた場合には登校を自粛し、速やかに医療機関を受診し診断結果を学校に報告するよう指導する。

２.    家族にインフルエンザ患者が発生した場合には、速やかに学校に連絡する。


手指消毒薬の簡易処方：ヒビスコールSHの成分に準じ、マスキンRエタノール１本＋消毒用エタノール5本
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